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船舶事故調査報告書 

 

令和６年５月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和５年１１月２０日 ０４時５５分ごろ 

発生場所 富山県氷見
ひ み

市藪田
や ぶ た

漁港（泊地区）北東方沖 

 大境
おおざかい

港東防波堤灯台から真方位０８２°１.１海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３６°５５.４′ 東経１３７°０３.１′） 

事故の概要 漁船第三灘
なだ

浦
うら

丸は、定置網に係留作業中、乗組員が揚網機に巻き込

まれて死亡した。 

事故調査の経過  令和５年１１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三灘浦丸、１９トン 

 ＴＹ２－１５９５（漁船登録番号）、個人所有 

 ２１.３８ｍ（Lr）×５.７７ｍ×１.６９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５４０kＷ（動力漁船登録票による）、平成１６年

７月１２日 

 乗組員等に関する情報 船長 ３４歳 

二級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成２５年９月２７日 

  免許証交付日 令和５年１１月２日 

         （令和１０年１１月１日まで有効） 

操業指示者 ４２歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成１７年６月１４日 

  免許証交付日 令和元年８月８日 

         （令和７年６月１２日まで有効） 

乗組員Ａ ５０歳 

 死傷者等 死亡 １人（乗組員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０６時３５分ごろ 

常用薄明開始時刻：０６時０７分ごろ 
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 事故の経過 本船は、船長、操業指示者（以下「船頭」という。）、乗組員Ａほか

２人の乗組員（以下「乗組員Ｂ」及び「乗組員Ｃ」という。）が乗り

組み、藪田漁港（泊地区）北東方沖に設置した定置網（以下「本件定

置網」という。）から漁獲物を取り込む目的で、令和５年１１月２０

日０４時３０分ごろ伝馬船１隻と共に同漁港を出航し、０４時５０分

ごろ本件定置網付近に到着した。 

 本船は、作業灯を点灯し、船頭が左舷側前部甲板、船長が操舵室、

乗組員Ａが右舷側前部甲板、乗組員Ｂが左舷側後部甲板、乗組員Ｃが

右舷側後部甲板の配置につき、主機を中立運転として本件定置網上に

行きあしで進入した。（図１、写真１参照） 

 

 

 

 

  

図１ 乗組員配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船を本件定置網に係留する状況（イメージ） 

 

乗組員Ａは、本船を本件定置網に係留しようと、本件定置網に繋
つな

が

れた直径約２４mmの化学繊維製の係船用ロープを手繰り、本船の前部

甲板中央部に設置された揚網機（以下「本件揚網機」という。）で巻

き取ろうとした。 

船頭は、揚網に備えて左舷船首方を向き本件定置網に繋がれた揚網

用ロープを手繰っていたところ、乗組員Ａの「痛い」と言う声を聞い

て振り返った際、０４時５５分ごろ乗組員Ａが本件揚網機の船首側に

立ち、右手が本件揚網機の船首側から本件揚網機のゴムローラーに挟

まれ、更に右腕から上半身が巻き込まれるのを見た。（写真２参照） 

 

 

 

￥

乗組員Ａ 乗組員Ｃ 

乗組員Ｂ 

操舵室 
揚網機 

船頭 
船長 

本船 係船用ロープの位置 

本件定置網（模型） 
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写真２ 乗組員Ａの右手が本件揚網機のゴムローラーに 

挟まれた時の状況（再現） 

 

船頭は、すぐに本件揚網機の右舷側にある操作レバーのところに行

って本件揚網機を止め、ゴムローラーに挟まれた乗組員Ａを本件揚網

機の船尾側甲板上に引き出した後、乗組員Ａの反応がなかったので、

所属する漁業組合に連絡して救急車を要請するよう依頼し、本船は 

０５時２０分ごろ藪田漁港（泊地区）に帰航した。 

乗組員Ａは、来援した救急車で病院に搬送された後、医師により死

亡が確認され、短時間の外傷性ショックと検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真５ 本船 参照） 

 その他の事項 

 

本件揚網機は、直径約６０cm、高さ約６７cmの円筒形ゴムローラー

２個で網やロープを挟んで巻き取るもので、本件揚網機の右舷側に設

置された操作レバーを倒す方向及び角度により、回転方向及び回転速

度の切替えができ、本事故当時、船首側から巻き取る方向に回転して

いた状態であった。（写真３参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件揚網機（船首側から撮影） 

 

船首側 船尾側 

本件揚網機 

操作レバー 
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本件揚網機の取扱説明書には、作業時の注意事項として、次のとお

り記載されている。 

・揚網機に網を掛けるときは、ヒモ等を利用して揚網機の後方（出

口側）から引く様にして下さい。前方（入口側）から押し込むよ

うなことは、絶対にしないで下さい。巻き込まれる恐れがありま

す。 

・揚網中に揚網機の前方（網の進入側）では決して作業をしないで

下さい。巻き込まれ事故の恐れがあります。前方での作業が必要

な場合は、油圧源を切って下さい。 

・回転中、タイヤの間に手や体を絶対に入れないで下さい。巻き込

まれて大ケガをします。 

乗組員Ａは、定置網漁の操業経験が約１９年間あり、本船には令和

５年５月ごろから乗船していた。 

乗組員Ａは、ふだん本件定置網への係留作業を別の乗組員（以下

「作業員」という。）と２人で行っていたが、本事故当日、作業員が

体調不良で乗船していなかったので、係留作業を１人で行っていた。 

船頭は、以前にも５人で出航したことがあり、乗組員Ａが１人で本

件定置網への係留作業をすることに不安を感じていなかった。 

作業員は、ふだん本件定置網の係船用ロープを本件揚網機で巻き取

る際、本件揚網機の右舷船首側に立ち、左手で操作レバーを握ったま

ま、本件揚網機を船首側から巻き取る方向にゆっくり回転させ、右舷

側前部甲板の乗組員Ａから受け取った係船用ロープの途中部分を折り

曲げて輪にしてゴムローラーにあて、船首側から徐々に噛み込ませて

いた。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 作業員のふだんの本件揚網機操作姿勢 

 

船頭は、本事故当時、甲板上で身体のバランスを崩すような船体動

揺を感じていなかったので、乗組員Ａが本件揚網機を船首側から巻き

船首側 船尾側 

操作レバー 
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取る方向に回転させた後、本件揚網機の船首側に移動し、右手に持っ

た係船用ロープをゴムローラーの船首側から噛み込ませようとした際

に右手が巻き込まれたのだろうと本事故後に思った。 

本船の乗組員は、本事故当時、それぞれの配置で作業を行ってい

て、乗組員Ａが本件揚網機の船首側で作業していたところを見た者は

いなかった。 

乗組員Ａは、本事故当時、体調不良を訴えておらず、ふだんと変わ

った様子はなく、ヘルメット、カッパの上下、ベスト型の固型式救命

胴衣、ゴム手袋、長靴を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 乗組員Ａの死因は、短時間の外傷性ショックであった。 

 本船は、本件定置網に係留作業中、乗組員Ａが、本件揚網機の船首

側に移動し、船首側から巻き取る方向に回転させた本件揚網機のゴム

ローラーに、船首側から右手に持った係船用ロープを噛み込ませよう

として右手を挟まれたことから、右腕から上半身を巻き込まれて死亡

したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、本件定置網に係留作業中、乗組員Ａが、

本件揚網機の船首側に移動し、船首側から巻き取る方向に回転させた

本件揚網機のゴムローラーに、船首側から右手に持った係船用ロープ

を噛み込ませようとして右手を挟まれたため、右腕から上半身を巻き

込まれたことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策 船舶所有者（漁業組合）は、本事故後、同種事故等の再発防止策と

して、乗組員に対し、揚網機の前方で作業をしないことなど、揚網機

を使用する際の注意事項を改めて指導した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・揚網機を使用する者は、取扱説明書に記載されている注意事項を

厳守して作業を行うこと。 

 ・操業指示者は、ふだんと異なる体制で操業する場合、出航前に乗

組員と共に作業手順及び注意事項を再確認すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真５ 本船 

 

 

富山県氷見市 

藪田漁港 

（泊地区） 

大境港東防波堤灯台 

富山県 

石川県 

事故発生場所 

（令和５年１１月２０日 

０４時５５分ごろ発生）

本件揚網機 

 


